宿泊税の導入に向けた意見交換会　事前意見について

事前意見としていただいた内容は整理し、意見交換会当日に資料として配布を予定しております。また、事前意見等の当日資料は、後日、市ＨＰにも掲載を予定しております。

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該当するものに〇をしてください
市内宿泊事業者　　　市内観光関連事業者　　　その他：　　　　　　　　　　

意見の種別　該当するものに✅をしてください
□　目的使途に関すること
　□　特別徴収事務や負担軽減に関すること
　□　その他
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意見内容

















◆意見の提出期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和８年１月16日（金）必着

◆お問い合わせ先　
　伊勢市産業観光部観光振興課　ＦＡＸ：0596-21-5651
